
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料４ 地球温暖化対策に向けた今後の取組について  

 

 



施策 １５１  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿 

地球温暖化対策の必要性について広く認知され、県民一人ひとりが日常生活において、また事業者

は事業活動において、温室効果ガス排出削減に向けて自主的に行動し、地球温暖化の緩和が進められ

ているとともに、さまざまな分野において、県内で起こりつつある地球温暖化による気候変動の影響

への適応が進められています。 

 

平成 31年度末での到達目標 

家庭や事業所では、省エネルギー、節電、再生可能エネルギーの導入等の温室効果ガス排出削減の

自主的な取組が進んでいます。 

また、県民の皆さんや事業者等が連携した低炭素なまちづくりの取組が広がっています。 

 

県民指標     

目標項目 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

 
現状値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

家庭での電力
消費による二
酸化炭素排出
量 

 
1,165千 

t-CO2 
1,150千 

t-CO2 
 

1,134千 
t-CO2 

1,119千 
t-CO2 

1,144千 
t-CO2 

1,148千 
t-CO2 

   

目標項目の説明と平成 30年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

家庭部門からの二酸化炭素排出量として、家庭での電力消費による二酸化炭素排出量 

30 年度目標 
値の考え方 

国では、2030 年度に 2013 年度比で温室効果ガスの排出量を 26％削減することとしており、
家庭での取組を継続して促進しつつ、国の目標達成に資するよう目標値を設定しました。 

 

 

活動指標    

基本事業 目標項目 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

15101温室効果ガ

ス排出削減の取

組推進 

（環境生活部） 

大規模事業所に

おける温室効果

ガスの排出量の

増減比率 

 

＋0.8％ 

以下 

(27年度) 

＋1.2％ 

以下 

(28年度)  

＋1.6％ 

以下 

(29年度) 

＋2.0％ 

以下 

(30年度) 

-0.5％ 

(26年度) 

-1.4％ 

(27年度) 
   

15102電気自動車

等を活用した温

暖化対策の推進 

（環境生活部） 

電気自動車等を

活用した温暖化

対策に取り組む

地域の数（累計） 

 ４地域 ６地域 

 

８地域 10 地域 

１地域 ２地域    

 

地球温暖化対策の推進 

 

 

○ ○○ 

Ⅰ「守る」～命と暮らしの安全・安心を実感できるために～ 

 Ⅰ－１ 防災対策 

   Ⅰ－１－１ 防災対策の推進   

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 
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基本事業 目標項目 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

15103地球温暖化

対策の普及啓発

の推進 

（環境生活部） 

地球温暖化対策

講座等の受講後

に、活動に取り

組む意向を示し

た受講者の割合 

 97.0％ 98.0％ 

 

99.0％ 100％ 

95.8％ 99.3％    

15104環境教育の

推進 

（環境生活部） 

環境教育講座等

参加者の満足度 

 100％ 100％ 
 

100％ 100％ 

98.4％ 99.7％ 
 

  

 

現状と課題 

①平成 27(2015)年のＣＯＰ21 でパリ協定が採択され、平成 28(2016)年５月には国の地球温暖化対策

計画が閣議決定されました。平成 42(2030)年度に平成 25（2013）年度比で 26％削減する国の目標

達成に向け、一層、温室効果ガス排出削減の取組を進めていく必要があります。 

②大規模事業所における温室効果ガスの排出削減が進んできていますが、さらなる削減に向けた取組

が必要です。また、中小規模の事業所の温室効果ガスの排出削減等の環境負荷低減のために、引き

続き環境経営の促進に取り組む必要があります。 

③県内の市町で電気自動車等の活用やＬＥＤ照明の導入等が進んできていますが、さらに多くの市町

等で低炭素なまちづくりの取組を広げていく必要があります。 

④東日本大震災以降、県民の皆さんや事業者に省エネルギーの意識が高まりつつありますが、より一

層の省エネルギーの取組を促進する必要があります。 

⑤世界的に温暖化の影響が顕在化しつつあり、県内においても、農林水産業、自然災害、健康などの

さまざまな分野への影響が懸念されています。 

⑥環境問題解決への具体的な行動を実践する人材を育てるためには、子どもたちを含めた環境教育が

重要です。 

 

平成 30年度の取組方向 

①「三重県地球温暖化対策推進条例」や「三重県地球温暖化対策実行計画」に基づき、温室効果ガス

の排出削減の取組を推進していきます。 

②温室効果ガスの排出削減を進めるため、大規模事業所に対し地球温暖化対策計画書に基づく自主的

な削減取組を促進するとともに、中小規模の事業所に対しては、三重県版小規模事業所向け環境マ

ネジメントシステム（Ｍ－ＥＭＳ）等の導入促進により、環境負荷低減の取組を進めます。 

③市町等と連携して電気自動車等の活用やＬＥＤ照明の導入等の省エネルギーに取り組み、低炭素な

まちづくりの取組を広げていきます。 

④家庭での温室効果ガス排出削減の取組を促進するため、地球温暖化防止活動推進センターと連携し、

地球温暖化防止活動推進員等が行う普及啓発活動を通じて、節電取組や省エネ家電の導入、再生可

能エネルギーの導入等を促進します。 

⑤地球温暖化により将来生じる影響の最新情報について、県民の皆さんや事業者等に提供していくこ

とで、地球温暖化の緩和とその影響への適応の取組を促進していきます。 

⑥環境配慮行動の定着を図るため、県環境学習情報センターにおける講座において、ＥＳＤ等の取組

を推進するとともに、県民の皆さんのニーズにあった学習メニューを実施していきます。 
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主な事業 

①（一部新）地球温暖化対策普及事業【基本事業名：15101 温室効果ガス排出削減の取組推進】 

予算額：(29) ３，５０４千円 → (30) ８，０７２千円 

事業概要：温室効果ガスの排出削減を進めるため、県民や事業者等と共に効率的な省エネ機器への

転換や再生可能エネルギーの活用等を進めます。また、気候講演会等を通じて気候変動

への適応の取組を促進していきます。 

 

②（一部新）低炭素社会づくり推進事業 

【基本事業名：15102 電気自動車等を活用した温暖化対策の推進】 

予算額：(29) １，７６９千円 → (30) ７，８１５千円 

事業概要：市町と連携し、電気自動車等の活用やＬＥＤ照明の導入等による家庭や事業所での省エ

ネルギー等に取り組む地域を創出するとともに、県庁舎に電気自動車用急速充電器の整

備等を進めることで、低炭素な社会づくりを進めます。 

 

③環境経営促進事業【基本事業名：15103  地球温暖化対策の普及啓発の推進】 

予算額：(29) ５，３４５千円 → (30) ５，２３６千円 

事業概要：事業者の自主的な温室効果ガス排出削減の取組を進めるため、Ｍ－ＥＭＳの普及拡大を

図るなど環境経営の取組を促進します。 

 

④環境行動促進事業【基本事業名：15103  地球温暖化対策の普及啓発の推進】 

予算額：(29) ５，３０９千円 → (30) ５，０９１千円 

事業概要：家庭における温室効果ガスの排出削減を図るため、地球温暖化防止活動推進センターを

拠点として、具体的な省エネ手法等に関する講座等の内容の充実を図りながら、地球温

暖化防止活動推進員等による普及啓発を進めます。 

 

⑤環境学習情報センター運営事業【基本事業名：15104 環境教育の推進】 

予算額：(29) ４０，０４１千円 → (30) ４０，０２２千円 

事業概要：環境教育を推進するため、県環境学習情報センターを拠点として、他団体との連携を図

りながら、環境講座やイベント等を開催し、普及啓発を進めます。 
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三重県バス協会に加盟する乗合バス事業者（三重交通、三岐バス、三交伊
勢志摩交通、三重急行自動車、八風バス）の路線バスが対象となります。 
注）一部対象外のバス路線があります。

「エコパ」は水曜日にバス運賃が半額
になるパスです。週に 1日、マイカー
通勤をやめて、バスでエコ通勤しま
せんか。

※普段、自家用車やバイクを使って通勤されている方が対象です。
　異動や退職等によりマイカー通勤でなくなった場合にはエコパをご利用できません。

エコパを利用するには、
あらかじめインターネットから
お申込みください。

三重県環境生活部地球温暖化対策課
tel:059-224-2770
e-mail:eco-pass@pref.mie.jp

公益社団法人三重県バス協会
tel:059-234-1101
fax:059-234-0616

■みえエコ通勤デー運営事務局

▲

その他詳細はWEBでご確認ください。
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/ondanka/

「みえエコ通勤デー」とは？
自家用車やバイクの通勤から二酸化炭素排出の少ない交通手段である
バス等の公共交通機関による通勤へ転換を促す取組です。

検 索みえエコ通勤デー

みえエコ通勤デー

毎週水曜日
実施中

みえエコ通勤デー

毎週水曜日
実施中

「エコパ」
とは？

発行手数料無料

バス運賃半額バス運賃半額
対象バス路線の 利用可能で全区間全区間

簡単申込！簡単申込！

○○○○

でバス通勤

みえエコ通勤パス

○○○会社

見本
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先着200名 
（無料・事前申し込み） 

三重県気候講演会 
気候変化にどう備える？ 
～変わりつつある三重の気候～ 

２０１７年 

１１月２日（木） １３：３０～１６：００ （開場 １２：３０） 

じばさん三重 ホール（６Ｆ） 
（四日市市安島１丁目３番１８号） 

主催 ： 津地方気象台、三重県 
後援 ： 環境省中部地方環境事務所、三重県地球温暖化防止活動推進センター  

津地方気象台   電話 059-228-6818  （平日9時～17時） 

                ＦＡＸ 059-246-8484  （裏面の申込書をご利用ください） 

申し込み・問い合わせ先 

『地球温暖化と三重県の気候 
～これまでの変化と将来の予測～』 
    

『今年1月のような三重県北部豪雪は 
温暖化時代でも再び起こる』 
    

電話またはＦＡＸでお申し込みください（申込〆切１０/３１（火）） 

        気象庁 地球環境・海洋部    

    調査官   田中 昌太郎 氏 
 

三重大学大学院生物資源学研究科 

  教授    立花 義裕 氏 
 

4-5



4-6



本庁舎充電設備 配置図 

急速充電器 

案内板 

右回り一方通行です 

右折で進入できません 
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